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第１０章 
共通評価項目第 2版の各下位項目の信頼性と妥当性に関する研究結果 

 
はじめに 

本研究では昨年度に共通評価項目第 2版の

研究結果を踏まえ、第 3版案を作成した。本

章では 2009 年に始まる共通評価項目の信頼

性と妥当性に関する研究において第 2版の各

中項目ならびに小項目に関し、項目ごとに信

頼性と妥当性の検証を重ねてきた結果を示し、

次章の第 3版の研究へとつなげる。 

これまでの研究の一覧を表 1に示す。 

表 1に示したこれまでの研究のうち、研究

1 は 2009 年からの厚生労働科学研究中島班

来住村上分担班の一部として研究を開始した

最初の研究で、共通評価項目第 2版の評定者

間信頼性の検証である。後述する第 3版への

改訂の際に最も重視した。評定用事例を入院

時（急性期）、回復期へのステージ移行時、社

会復帰期へのステージ移行時、退院申請時の

4つの時期に分けて作成し、計 61例を 29人

の評定者によって評定した。ただし欠損値が

あった場合は評定事例数を保って評定者をペ

アワイズで削除したため、評定者数は 24～29

人となっている。 

研究 2～4は 2010年 7月 15日時点で指定

入院医療機関に入院中であった 426名分のデ

ータを用い、記述統計値、項目反応理論によ

る分析（中項目のみ）、因子分析を行った結果

である。治療ステージは急性期：75名、回復

期：198 名、社会復帰期：153 名であり、同

一時点での入院対象者のデータを利用したた

め、治療ステージおよび入院治療の進展具合

は分散している。 

研究 5～9は 2008年 4月 1日から 2009年

3 月 31 日に入院決定を受けた対象者のデー

タを 2010年 10月 1日時点で収集し、妥当性

の検証を進めたものである。研究 5は 2年以

内に退院まで至った標準群（92名）と退院ま

での期間が 2年以上を要した、ないし 2年を

超えて入院が継続中であった 47 名との初回

入院継続申請時の共通評価項目の各項目の比

較を行ったものである。 

研究 6では GAF、ICFの各項目との相関に

より収束妥当性の検証を行った。 

研究 7は退院申請時の共通評価項目評定に

より、通院移行後の精神保健福祉法入院、通

院移行後の問題行動の予測妥当性について検

証したものである。通院処遇移行後の精神保

健福祉法入院や問題行動は指定通院医療機関

への調査によって情報集したが、第 2版に改

訂した 2008年 4月 1日以降の入院対象者の

みに限った調査であり、サンプル数が限られ

ていたことから退院後の精神保健福祉法の入

院有り群 10 名と精神保健福祉法入院なし群

54名の 2群比較、問題行動のあった群 10名

と問題行動のなかった群 71 名の 2 群比較と

いう方法をとっている。 

研究 8は初回入院継続時共通評価項目によ

る退院時の処遇・居住形態の予測の研究、研

究 9は退院申請時共通評価項目による退院時

の処遇・居住形態の差を見た研究である。他

の研究結果は全て公表しているが、研究 9に

限っては処遇終了群が退院申請時の共通評価

項目の大半が有意に高い結果となっており、

共通評価項目の妥当性の検証というよりも、

共通評価項目によって評価された問題が改善

されない群を処遇終了としていることを示唆

する結果であったため、研究結果を発表して

いない。 

研究 10～13は 2011年 1月 1日から 2011

年 10月 31日の期間中に初回入院継続申請が

あった対象者 222名のデータを用い、初回入

院継続申請時の共通評価項目各項目の評定と

BSI、SAI-J、DAI-30、SECL、生活満足度、
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IQ、AUDITそれぞれとの相関を調べる事で、

収束妥当性を検証した研究である。 

研究 14 はそれまでの研究結果をいったん

まとめたものである。 

研究 32 は第 3 版案を作成し、ベータテス

トを行ったものであるため、統計的解析は行

っていない。研究 32を除き、研究 15～41は

厚生労働科学研究壁屋班により、2008 年 4

月 1日～2012年 3月 31日の期間に入院決定

を受けた対象者のデータを 2013年 10月 1日

付で行った追跡調査の結果と合わせた研究で

ある。研究 33～41は GAF、ICF、診断分類

や対象行為を指標とした解析で、共通評価項

目の下位項目の性質をみたものではないため、

本章ではその結果を紹介しない。また研究 23

～25、研究 27、28、30、31は下位項目の組

み合わせによって ROC曲線化面積（AUC）

を算出した解析であり、個々の項目の性質を

論じたものとは異なるため、次章にて詳述す

る。 

本章では以上の研究１～13、研究 15～22、

研究 26、研究 29を一覧し、各下位項目の性

質を詳述することを通じて第 3版への改訂前

の基礎とするものである。 

 

各項目に関する研究結果と各項目の特徴 

共通評価項目 17中項目および 61小項目の

信頼性と妥当性に関するこれまでの研究結果

を表 2 から表 52 に挙げる。各研究の方法や

統計量の詳細については既出文献 1)~16)を参

照されたい。表に示した解析結果のうち、研

究 2の「男女差」は１要因分散分析にて５％

水準で有意差が認められた箇所のみ結果を示

している。「年代差」「診断分類差」「対象行為

差」は Tukey HSDの多重比較が５％水準で

有意差が認められた箇所のみ結果を示してい

る。 

研究 3の項目反応理論による解析は中項目

に対してのみ実施し、小項目には実施してな

い。 

研究４の因子分析結果は、61小項目および、

小項目を持たない 9中項目を合わせて因子分

析を行った結果の因子を示している。よって

小項目を持つ中項目には因子分析結果は示さ

れていない。 

研究 5は 17中項目と 61小項目全てについ

て入院長期化群と標準群との差を t 検定にて

比較し、5％水準で有意差が認められた箇所

のみ結果を示している。ロジスティック回帰

分析の Odds比については、17中項目を説明

変数、長期化群と標準群を目的変数としたロ

ジスティック回帰分析（変数減少法）を行い、

変数選択された【精神病症状】と【内省・洞

察】のみ Odds 比を示している。小項目につ

いてはロジスティック回帰分析は行っていな

い。 

研究 6の ICF、GAFとの相関は、理論的に

相関が予想される項目のみ解析しており、空

欄になっている箇所は解析を行っていない項

目である。 

研究 7 は t 検定の解析結果が 5％水準で有

意差が認められた箇所のみ結果を示している。

研究 8はTukeyの多重比較で５％水準で有意

差が認められた箇所のみ結果を示している。 

研究 9 は中項目のみの解析で、t 検定にて

5％水準で有意差が認められた箇所を示して

いる。 

研究 11の SAI-J、DAI-30の相関は、理論

的に相関が予想される項目のみ解析しており、

空欄になっている箇所は解析を行っていない

項目である。 

表 10、表 15、表 20、表 26、表 32、表 37、

表 42、表 47、表 52の 10種の予測妥当性研

究結果、項目ごとに解析し、COX比例ハザー

ドモデルが 5％水準で有意になり、かつ比例

ハザード性が認められた項目、ないし生存曲

線の群間比較が 5％水準で有意差が認められ

た箇所のみ表示している。表 42【非社会性】
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小項目の結果では、「p<0.05」とのみ示して

いる箇所があるが、これは COX 比例ハザー

ドモデルが 5％水準で有意になったが、1 点

以上の頻度が 15 未満で、生存曲線の群間比

較を行えなかった小項目である。 

以下、項目ごとに結果を概観し、特徴と問

題点について考察を加え、合わせて第 3版へ

の改訂のポイントについて付記する。 

 

１）精神病症状 

【精神病症状】の項目は評定者間信頼性は

十分高い値である 1)（表 2）。入院期間におけ

る評定の推移を見た構成概念妥当性では、急

性期、回復期、社会復帰期の順に評定が下が

っており 2)（表２）、項目反応理論においても

困難度、識別力ともに十分な値である 5)。収

束妥当性の観点では症状評価尺度との関連を

調べることができていない一方、GAFとの相

関は十分である 7)（表 4）。 

【精神病症状】に含まれる小項目も評定者

間信頼性はそれぞれ十分な値であり 1)（表 10）、

GAF との相関による収束妥当性も認められ

る 7)（表 11）。 

その他の尺度との相関の検証では、BSI の

【洞察】と中項目（表 7）、【２）幻覚に基づ

いた行動】【４）精神病的なしぐさ】のそれぞ

れで絶対値 0.3 以上の相関が認められている

（表 13）。SECL、生活満足度、IQ、AUDIT

との相関では妥当性に関連するような結果は

示されていない。 

予測妥当性の点では、中項目および全ての

小項目が入院の長期化に関わる（表 10、表

15）一方、【６）誇大性】が通院移行後の精

神保健福祉法入院、【４）精神病的なしぐさ】

が医療観察法入院中の暴力と関わった以外は、

将来の問題行動への予測力は認められなかっ

た。 

ここから本項目は症状の重篤度の評価とし

て一定の妥当性が得られ、治療の進展の指標

として使われている一方、社会復帰要因の評

価としては必ずしも適切ではないとも考えら

れる。また因子分析結果からは【３）概念の

統合障害】と【４）精神病的なしぐさ】は、

他の項目とは異なり、【非精神病性症状４）感

情の平板化】と同じ因子として固まることが

明らかになった。 

このように、予測妥当性や因子構成の点か

らは十分でない側面もあったが、評定者間信

頼性や収束妥当性に明らかな問題がないため、

第 3版への改訂に際しては修正を加えず、小

項目の構成も含めて第 2版から継続すること

とした。 

 

２）非精神病性症状 

中項目【非精神病性症状】の項目は評定者

間信頼性は十分な値である 1)（表 2）。入院期

間における評定の推移を見た構成概念妥当性

では、急性期、回復期、社会復帰期の順に評

定が下がっており 2)（表２）、項目反応理論に

おいても困難度、識別力ともに十分な値であ

る 5)。 

 一方で【非精神病性症状】に含まれる小項

目では、評定者間信頼性が十分な値とされる

ICC>0.6となったのは【怒り】、【感情の平板

化】、【知的障害】の 3 項目のみで、【意識障

害】に至っては該当事例数が少なかったこと

もあり 0.1にも満たなかった 1) 

併存妥当性としては【非精神病性症状】の

中項目に適切な尺度はないが、【８）知的障害】

は IQとの相関において r=－0.76と併存妥当

性として十分な強さが認められている。 

収束妥当性の検証は部分的であるが、GAF

と中項目【非精神病性症状】、小項目【１）興

奮・躁状態】【２）不安・緊張】【３）怒り】

【４）感情の平板化】の相関は十分である 7)

（表 4）（表 17）。【１）興奮・躁状態】と【３）

怒り】は BSI【社会的リスクアセスメント】

の項目と絶対値 0.3 以上の相関が得られてい
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ることも収束妥当性の一つと言える（表 18）

11)。【４）感情の平板化】と BSI【コミュニケ

ーションスキル】との間に－0.39の相関が得

られていることも収束妥当性の一つと言える

（表 18）11)。 

予測妥当性に関しては中項目【非精神病性

症状】が院内暴力・院内自殺企図の予測に関

わり（表 10）、小項目は、表 20のように【１）

興奮・躁状態】【３）怒り】は退院後の問題行

動や暴力等を予測、【２）不安・緊張】が退院

後の暴力と院内自殺企図を予測、【5）抑うつ】

は精神保健福祉法入院と退院後の自殺企図を

予測、【８）知的障害】は退院後の暴力と院内

暴力を予測する等、複数の小項目で予測力が

認められた。一方で 【６）罪悪感】【７）解

離】【９）意識障害】は、いずれの項目も 1

点以上の評定の出現が稀なこともあり、何も

予測しないという結果になった。 

このように、【非精神病性症状】は個々の小

項目には有用なものもあるが、表 17 のよう

に因子分析結果から項目がまとまらない 15)

こともあり、第 2版で【非精神病性症状】を

構成する 9小項目で 1つの中項目を構成する

には無理があるとも考えられた。第 3版への

改訂においては、出現頻度があまりに低く、

評定者間信頼性が低いとともに妥当性の指標

としても有効なものが得られていない【６）

罪悪感】【７）解離】【９）意識障害】は削除

することとした。評定者間信頼性が十分でな

いが、通院移行後の暴力や自殺企図の予測力

が示されている【１）興奮・躁状態】【２）不

安・緊張】【５）抑うつ】の 3 項目はアンカ

ーポイントの修正を行うこととした 16)。 

【８）知的障害】は通院移行後の暴力や院

内暴力の予測力も認められている 15)。その一

方で因子分析結果からは単一因子となり、重

要な要素である一方で治療経過を通じて変化

しにくい性質のものであることから、第 3版

では新たな中項目【認知機能】に分類するこ

ととした 15)。 

 

３）自殺企図 

 【自殺企図】の項目は評定者間信頼性が

0.53 と Substantial 水準 15)には届かず、

Modarate 水準に留まった 1)（表 2）。予測妥

当性では院内自殺企図の予測に関わった一方、

通院移行後の自殺企図の予測には関わらなか

った。15)（表 10）。収束妥当性に関する指標

は特に得られていない。 

【自殺企図】の項目は他の項目が他害のリ

スクの評価を前提に構成しているのに対し、

この項目だけが自傷リスクとの関連で共通評

価項目に取り入れられたこともあり、項目反

応理論による分析では識別力が極端に低く、

また【自殺企図】項目によって 17 項目全体

の内的整合性を下げている 5) （表 3）。つまり

【自殺企図】項目は 17 項目の中では異質で

あり、他の項目と異なるものを評価している

という結果が統計的にも得られている。 

第 3版への改訂においては、共通評価項目

をリスク評価に焦点を絞ることはできないと

し、尺度としての内的整合性は重視しないこ

ととしたため、【自殺企図】が内的整合性を下

げる事は問題視しないこととして項目は保持

した 16)。しかし評定者間信頼性が十分でなか

ったことから、アンカーポイントを修正した。

さらに、初版、第 2版と引き継がれた「自傷

行為は希死念慮を伴っているときにのみ 1点

以上の評価とし、希死念慮の伴わない場合に

は 0 点とする」という評価基準は、希死念慮

の伴わない自殺類似行為、あるいは致死的で

ない方法による自傷であっても、将来の自死

に至る危険性を高めるという先行研究と矛盾

するために削除し、希死念慮の伴わない自傷

行為も評価の対象とした。 

 

４）内省・洞察 

【内省・洞察】の項目は評定者間信頼性は
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十分高い値である 1)（表 2）。入院期間におけ

る評定の推移を見た構成概念妥当性では、回

復期から社会復帰期にかけて評定が下がって

おり 2)（表２）、項目反応理論においても困難

度、識別力ともに十分な値である 5)。SAI-J

との相関による収束妥当性も十分な値と言え

る 12)（表 7）。【内省・洞察】小項目の評定者

間信頼性もそれぞれ十分な値 1)（表 12）で、

小項目【３）病識】は SAI-Jとの相関による

収束妥当性も十分な値と言える 12)（表 23）。

他の小項目に関しては収束妥当性の指標とな

る結果は得られておらず、DAI-30 との相関

12)（表 8）（表 24）は低いが、SAI-J との相

関が得られているため、必ずしも妥当性を損

なうものではないと考える。 

予測妥当性の観点では、中項目【内省・洞

察】と全ての小項目が入院の長期化に関わっ

ている 15) （表 10）（表 26）が、通院移行後

および院内での暴力や問題行動の予測に関わ

ったのは小項目【２）対象行為以外の他害行

為への内省】と【４）対象行為の要因理解】

の２項目に留まった。なお、【４）対象行為の

要因理解】は評定が低い方が症状悪化による

精神保健福祉法入院をしやすい 15) （表 26）

という結果になっている。しかし症状悪化に

よる精神保健福祉法入院については ICF の

下位項目と症状悪化による精神保健福祉法入

院との関連を見た研究 16) において【敬意と

思いやり】【寛容さ】【合図】【危機への対処】

の 4項目に測られる機能が高い方が症状悪化

による入院をしやすいという結果が得られて

おり、病状が悪化しやすいという影響よりも、

病状の悪化を自ら認め、また入院を受け入れ

るという機能の高さが症状悪化を理由とした

精神保健福祉法入院につながっていると考え

られた。故に【４）対象行為の要因理解】が

低い方が症状悪化による精神保健福祉法入院

をしやすいという結果は必ずしも問題ではな

く、対象行為の要因理解ができていると、通

院移行後に症状が悪化した時に、自らの病状

悪化を認めて入院を受け入れやすいと解釈す

ることができる。 

このように【内省・洞察】に関しては将来

の問題事象の予測という点では【２）対象行

為以外の他害行為への内省】と【４）対象行

為の要因理解】の２項目のみで十分というこ

ともできるものの、中項目および４つの小項

目において信頼性や妥当性を損なう結果がな

く、因子分析結果でも【共感性】【コンプライ

アンス】【治療効果】と同じ因子ではあるが 4

つの小項目が全て同じ因子に固まっており、

評定者間信頼性や収束妥当性の評価から信頼

性・妥当性に問題があった項目を修正ないし

削除するという方針のもと、第 3版への改訂

においては 4つの小項目および中項目に修正

は加えず、第 2版のアンカーポイントのまま

第 3版へと保持した。 

 

５）生活能力 

【生活能力】の項目は評定者間信頼性が

0.51 と Substantial 水準 17)には届かず、

Moderate 水準に留まった 1)（表 2）。入院期

間における評定の推移を見た構成概念妥当性

では、回復期から社会復帰期にかけて評定が

下がっており 2)（表２）、項目反応理論におい

ても困難度、識別力ともに十分な値である 5)。

予測妥当性の研究からは入院期間や退院後の

入院や問題高度との関連は見出せなかった

6)8)（表 3、表 6）が、GAFや ICFとの相関に

よる収束妥当性は得られている 7)（表 4、表 5）。 

【生活能力】小項目では、全 14 の小項目

のうち【１）生活リズム】、【２）整容と衛生】、

【３）金銭管理】、【４）家事や料理】、【５）

安全管理】、【７）コミュニケーション】、【８）

社会的引きこもり】、【９）孤立】、【10）活動

性の低さ】の 9 項目は評定者間信頼性 1)（表

27）も高く、GAF や ICF との関連による収

束妥当性も得られている 7)（表 28、表 29）。
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更に【２）整容と衛生】、【４）家事や料理】、

【５）安全管理】、【７）コミュニケーション】、

【９）孤立】、【10）活動性の低さ】の 6項目

はBSI下位尺度との相関による収束妥当性の

点でも、概念的に関連が期待される下位尺度

との間に絶対値 0.3 以上の相関が得られてお

り、妥当性の高い項目と言える。予測妥当性

の点では【３）金銭管理】と【４）家事や料

理】は特に通院移行後の問題行動、暴力、精

神保健福祉法入院に対して予測力があり、

【４）家事や料理】は通院移行後の自殺企図

に対しても予測力が認められた。【１）生活リ

ズム】と【５）安全管理】は院内暴力の予測

にもかかわる。 

このように多くの小項目で信頼性と妥当性

が認められた一方、【６）社会資源の利用】、

【11）生産的活動・役割】、【12）過度の依存】、

【13）余暇を有効に過ごせない】、【14）施設

への過剰適応】については評定者間信頼性が

十分でない結果となった 1)（表 27）。ICF と

の相関による収束妥当性や、通院移行後の暴

力や問題行動の予測力が認められた項目もあ

るが、第 3版への改訂に当たり、評定者間信

頼性が不十分であった【12）過度の依存】と

【14）施設への過剰適応】は削除し、【11）

生産的活動・役割】と【13）余暇を有効に過

ごせない】は統合して【生活のバランス】と

いう新たな項目として再構成した。【６）社会

資源の利用】はアンカーポイントを修正し、

【公共機関の利用】とした。 

第 2 版の【生活能力】は 14 もの小項目を

有していたが、因子分析結果（表 28）15)によ

ると３つの因子に分かれていた。このうち第

4 因子に分類されていた【12）過度の依存】

と【14）施設への過剰適応】と第 3版への改

訂に当たって削除し、信頼性・妥当性の認め

られた 9小項目と、項目に修正を加えた 2小

項目とを因子分析結果に従って２つの中項目

に分割した。 

 

６）衝動コントロール 

【衝動コントロール】の項目は評定者間信

頼性が高く 1)（表 2）。入院期間における評定

の推移を見た構成概念妥当性では、急性期、

回復期、社会復帰期の順に評定が下がってお

り 2)（表２）、項目反応理論においても困難度、

識別力ともに十分な値である 5)。収束妥当性

では GAF との相関 7)（表 4）、BSI の【社会

的リスクアセスメント】項目との相関が十分

あり 11)（表 7）、一定の傍証が得られている。 

小項目では５つの小項目全てが十分な評定

者間信頼性が得られ 1)（表 33）、【５）怒りの

感情を行動化】項目は BSI社会的リスクアセ

スメント項目との相関による収束妥当性が示

されている 11)（表 35）。 

予測妥当性の面では中項目【衝動コントロ

ール】および 5小項目全てが通院移行後の暴

力と問題行動を予測し 15)（表 10、表 37）、【１）

一貫性のない行動】と【２）待つことができ

ない】は精神保健福祉法入院の予測にもかか

わった。 

このように【衝動コントロール】とその小

項目は信頼性があるとともに将来の問題事象

の予測に関わる重要な項目と言え、因子分析

結果からは【５）怒りの感情を行動化】項目

はたの 4小項目とは異なる因子に分類された

が、第 3版への改訂に当たっては中項目・小

項目の関係を変えることなく維持した。 

 

７）共感性 

【共感性】の項目は評定者間信頼性が 0.53

と Substantial 水準 17)には届かなかったが、

Moderate 水準は得られた 1)（表 2）。項目反

応理論では 2点の評価間隔が非常に狭いとい

う特徴があったが、識別力・困難度に関して

問題はない 5)（表 3）。評価間隔と評定者間信

頼性に関しては、アンカーポイントで「2 点

は特別な場合に限る」という条件があるため
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に生じた特徴であり、第 3版への改訂に際し

てはこの条件を削除し、2 点も含めて評定し

やすい構成にアンカーポイントを改めた。 

収束妥当性では BSI【共感】との弱い相関

が認められている 11)（表 7）。予測妥当性研究

では入院の長期化因子になっているものの、

通院移行後の暴力や問題行動、入院中の暴力

とも関係していない。 

 

８）非社会性 

【非社会性】の項目は評定者間信頼性が

0.57と Substantial水準 17)には届かなかった

が、Moderate 水準は得られた 1)（表 2）。項

目反応理論では 1 点の出現確率が、0 点、2

点の出現確率を上回ることがなく、0 点か 2

点かという二値的に評価されていて識別力の

弱い項目となっている 5)（表 3）。 

小項目については【９）性的逸脱行動】の

み評定者間信頼性が Substantial 水準 17)で、

10項目中 7項目がModerate水準にも達しな

かった 1)（表 38）。これは各小項目の出現頻

度が非常に低い 1)ためである。 

予測妥当性の面からは中項目【非社会性】

が通院移行後の暴力や問題行動、精神保健福

祉法入院の予測、また院内暴力の予測に関わ

るとともに、小項目【１）侮辱的な言葉】、【４）

特定の人を害する】、【５）他者を脅す】、【７）

故意の器物破損】が院内暴力に関わることが

明らかになっている。通院移行後の暴力や問

題行動の予測に対する COX 比例ハザードモ

デルによる解析で５％水準で有意になったも

のの、小項目ごとの発生頻度が低いために比

例ハザード性の確認ができず、生存曲線の群

間比較ができなかった項目もある。 

これらの結果から、第 3版への改訂に当た

っては、評定者間信頼性の認められた【性的

逸脱行動】を単一の中項目とし、残りの小項

目は個々に評価することを廃し、【反社会性】

としてアンカーポイントの修正を行った。 

 

９）対人暴力 

【対人暴力】の項目は評定者間信頼性は十

分高い値である 1)（表 2）。入院期間における

評定の推移を見た構成概念妥当性では、急性

期、回復期、社会復帰期の順に評定が下がっ

ている 2)（表２）が、項目反応理論において

は 1 点の出現確率が、0 点、2 点の出現確率

を上回ることがなく、0 点か 2 点かという二

値的に評価されている項目となっている 5)

（表 3）。信頼性はあるが妥当性としては BSI

【社会的リスクアセスメント】との相関も低

く 11)（表 7）、入院の長期化には関わるが通院

移行後の暴力や問題行動には関連しない 15)

（表 10）。入院医療機関での使用を鑑みると、

評価期間である３ヶ月間の暴力の履歴以上の

意味を持たないため、第 3版からは廃止した。 

 

10）個人的支援 

【個人的支援】の項目は評定者間信頼性が

0.58とわずかに Substantial水準 17)には届か

なかった（表 2）。項目反応理論では 1点と 2

点の評価間隔が低く識別力の弱い項目となっ

ているが、明らかな問題というほどではない

5)（表 3）。収束妥当性では ICFの環境因子と

の相関 7)（表 6）、BSI【社会的リスクアセス

メント】との相関において一定の結果が得ら

れた 11)（表 7）。予測妥当性としては通院移行

後の問題行動の予測に影響することが明らか

になっている 15)（表 10）。 

第 3版への改訂に当たっては、評定者間信

頼性を上げるためにわずかにアンカーポイン

トの修正を行った。 

 

11）コミュニティ要因 

【コミュニティ要因】の項目では評定者間

信頼性は十分高い値である 1)（表 2）。項目反

応理論では 2点の評価範囲が広い項目となっ

ているが、明らかな問題というほどではない
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5)（表 3）。収束妥当性では ICFの環境因子と

の相関 7)（表 6）において十分な結果が得ら

れた 11)（表 7）。予測妥当性としては入院の長

期化には関わるが、通院移行後の暴力や問題

行動には影響しなかった 15)（表 10）。 

第 3版への改訂に当たっては、予測妥当性

は認められていないが、信頼性と収束妥当性

について十分な結果が得られていることから、

変更なしとした。 

 

12）ストレス 

【ストレス】の項目は評定者間信頼性が

0.54と Substantial水準 17)には届かなかった

1)（表 2）。項目反応理論では 0点と評価され

る確率が非常に低くなっている。【共感性】や

【治療効果】のように特定の評定値をつける

ことに対する特別なルールがあるわけではな

いが、0 点と評価されにくいことが評定者一

致度の低下を招いている。 

収束妥当性では GAF との相関 7)（表 4）、

ICF の【ストレスへの対処】との相関 7)（表

5）が得られているが、ICF【ストレスへの対

処】との相関は 0.23と弱い相関にとどまって

おり、十分な結果とは言いがたい 7) （表 5）。 

予測妥当性としては通院移行後の暴力や問

題行動、入院中の自殺企図の予測に関わる重

要な項目である 15)（表 10）。それ故、第 3版

への改訂に当たっては、0 点の評定をつけや

すくし、評定者一致度を向上させるためにア

ンカーポイントの修正を行った。 

 

13）物質乱用 

 【物質乱用】の項目は評定者間信頼性は十

分である 1)（表 2）が、入院中の評価では治

療ステージ間で有意差がなく 2)（表 2）、項目

反応理論では識別力が非常に低く、困難度も

非常に低い項目で、17項目全体との相関も低

い 5)（表 3）。薬物乱用者を除いて AUDITと

の相関を調べたところ r=.58 と十分な結果が

得られており（表 9）、一定の収束妥当性は認

められている。予測妥当性としては通院移行

後の問題行動と関わっている 15)（表 10）。 

静的な評価になることから共通評価項目の

17項目の中では【自殺企図】と同様に異質な

項目となっていると考えられるが、第 3版へ

の改訂に当たっては、評定者間信頼性と収束

妥当性が得られていることもあり、変更せず

継続した。 

 

14）現実的計画 

【現実的計画】中項目の評定者間信頼性は

十分高い値である 1)（表 2）。項目反応理論で

は 2点と評価される確率が非常に高い項目と

なっているが、明らかな問題というほどでは

ない 5)（表 3）。 

小項目では【４）生活費】の項目のみ 0.59

とわずかに Substantial水準 17)には届かなか

ったが、他の小項目は十分な評定者間信頼性

が得られている 1)（表 43）。 

予測妥当性に関しては【４）生活費】が院

内自殺企図に関わった他は、【１）退院後の治

療プランへの同意】と【３）住居】が通院移

行までの期間に影響した以外は予測力を持た

なかった。項目の特性上、収束妥当性の指標

となる他の尺度がなく、収束妥当性の検討は

できていない。指定入院医療機関からの退院

に当たって最も重要視される項目でありなが

ら、通院移行後の問題事象に対する予測力を

持たないことは欠点であるが、第 3版への改

訂に当たっては評定者一致度の不十分であっ

た【４）生活費】を修正した以外は第 2版の

内容のままとした。 

 

15）コンプライアンス 

【コンプライアンス】の項目は評定者間信

頼性は十分高い値である 1)（表 2）。項目反応

理論では識別力が高く、困難度のバランスも

取れた項目となっている 5)（表 3）。しかし予
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測妥当性研究では入院長期化 15)（表 10）と

関わる以外は、将来の問題事象に対する予測

力は認められなかった。収束妥当性では GAF

との中等度の相関が認められ 7)（表 4）、BSI

の【洞察】11)（表 7）や SAI-J合計点や SAI-J

【自己の疾病についての認識】との弱い相関

が認められた 12)（表 7）一方、DAI-30 との

相関は非常に低い値であった 12)（表 7）。

DAI-30 が服薬についての意識を問うもので

あり、心理社会的治療も含めた治療全体への

同意を問う【コンプライアンス】とは異なる

とはいえ、0.1を切る DAI-30との相関は低す

ぎると言わざるを得ない。 

第 3版への改訂に当たっては、治療への同

意についての概念がコンプライアンスからア

ドヒアランスに移り変わっていることもあり、

DAI-30 との収束妥当性の問題も含めて項目

を【コンプライアンス】から【アドヒアラン

ス】に変更した。 

 

16）治療効果 

【治療効果】の項目は評定者間信頼性が

0.507 と Substantial 水準 17)には届かなかっ

た 1)（表 2）。項目反応理論では 2点と評価さ

れる確率が非常に低く、1 点の評価間隔が非

常に広い項目となっている 5)（表 3）。項目反

応理論上は明らかな問題というほどではない

が、この評定の特性は、アンカーポイントが

「2 点は特別な場合に限る」というルールに

なっているためであり、ここから級内相関係

数を下げることにつながっていると考えられ

る。 

予測妥当性研究では入院長期化 15)（表 10）、

通院移行後の暴力や問題行動の予測に関わる

項目であることが示されている。 

構成概念妥当性としては BSI の各因子 11)

（表 7）、および IQとの弱い相関 12)（表 9）

が認められているが、本項目で測定しようと

している治療効果を測る他の尺度として適当

なものがないため、必ずしも十分な妥当性が

得られているとも言えない。 

第 3版への改訂に当たっては、評定者間信

頼性の向上のため、治療効果が望めないとき

のみ 2 点と評定するルールを廃し、2 点と評

定しやすくするようアンカーポイントの修正

を行った。 

 

17）治療・ケアの継続性 

【治療・ケアの継続性】の項目は評定者間

信頼性は十分高い値である 1)（表 2）。項目反

応理論では 2点と評価される確率が非常に高

く、かなり状態が良くならないと 1 点、0 点

と評定される確率が高くならないが、項目反

応理論上は明らかな問題というほどではない。

収束妥当性では GAF との中程度の相関が認

められている 7)（表 4）が、他には項目の特

性上、収束妥当性の指標となる尺度がなく、

収束妥当性の検討が十分できているとは言い

難い。 

【治療・ケアの継続性】の５つの小項目も

全ての項目が十分な評定者間信頼性を示して

いる 1)（表 48）。小項目【４）セルフモニタ

リング】は構成概念妥当性としてもBSIの【洞

察】、【共感】との弱い相関 11)（表 24）、SECL

【日常生活】との弱い相関 13)（表 24）が認

められている。予測妥当性としては【１）治

療同盟】が院内自殺企図に関わった他は、入

院期間への影響のみである。通院移行後の体

制を評価する【２）予防】や【５）緊急時の

対応】も含めて通院移行後の暴力や問題行動

を予測しなかったという結果に対し、クライ

シスプランの有無だけを問うていたことが影

響している可能性を考え、第 3版への改訂に

当たっては【２）予防】と【５）緊急時の対

応】の 2小項目のアンカーポイントの修正を

行った。 

 

今後の尺度改訂へ向けて 
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本章ではこれまでの信頼性と妥当性に関す

る研究結果からみた各項目の特徴を挙げ、第

3 版への改訂に当たって変更した箇所に触れ

た。これまで行ってきた共通評価項目第 2版

の信頼性と妥当性に関する研究では、中項目、

小項目全てを対象として項目の性質を分析し、

第 3版への改訂の基盤とした。 

第 3版への改訂に当たっては、共通評価項

目をリスクアセスメントに特化することは避

け、尺度全体の内的整合性は問わないという

方針をとった 16)。そのため共通評価項目は第

3 版においても多面的な尺度となっているが、

これまでの研究の蓄積を利用すれば、第 2版

と異なって、項目の評価が含む意味合いが明

らかになり、臨床的有用性も高まる。 

次章以降で予測妥当性研究において予測力

の認められた項目の組み合わせを整理するこ

と、第 3版のそれぞれの下位項目の性質を整

理することを通じ、蓄積されたエビデンスを

臨床利用に供するための材料としたい。 
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表 1 共通評価項目の信頼性と妥当性に関する研究リスト 
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表２ 中項目の結果一覧（１） 

 
 

表３ 中項目の結果一覧（２） 
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表４ 中項目の結果一覧（３） 

 

  

表５ 中項目の結果一覧（４） 
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表６ 中項目の結果一覧（５） 

 
 

表７ 中項目の結果一覧（６） 

 

 

表８ 中項目の結果一覧（７） 
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表９ 中項目の結果一覧（８） 

 

 

表 10 中項目の結果一覧（９）10種の予測妥当性研究結果 

 

 

表 11 【精神病症状】小項目の結果一覧（１） 
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表 12 【精神病症状】小項目の結果一覧（２） 

 

 

表 13 【精神病症状】小項目の結果一覧（３） 

 
 

表 14 【精神病症状】小項目の結果一覧（４） 

 

 

表 15 【精神病症状】小項目の結果一覧（５）10種の予測妥当性研究結果 

 

 

表 16 【非精神病性症状】小項目の結果一覧（１） 
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表 17 【非精神病性症状】小項目の結果一覧（２） 

 

 

表 18 【非精神病性症状】小項目の結果一覧（３） 

 

 

表 19 【非精神病性症状】小項目の結果一覧（４） 

 

 

表 20 【非精神病性症状】小項目の結果一覧（５）10種の予測妥当性研究結果 
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表 21 【内省・洞察】小項目の結果一覧（１） 

 

 

表 22 【内省・洞察】小項目の結果一覧（２） 

 
 

表 23 【内省・洞察】小項目の結果一覧（３） 

 

 

表 24 【内省・洞察】小項目の結果一覧（４） 

 

 

表 25 【内省・洞察】小項目の結果一覧（５） 
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表 26 【内省・洞察】小項目の結果一覧（６）10種の予測妥当性研究結果 

 

 

表 27 【生活能力】小項目の結果一覧（１） 

 

 

表 28 【生活能力】小項目の結果一覧（２） 

 
 

表 29 【生活能力】小項目の結果一覧（３） 
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表 30 【生活能力】小項目の結果一覧（４） 

 

 

表 31 【生活能力】小項目の結果一覧（５） 

 
 

表 32 【生活能力】小項目の結果一覧（６）10種の予測妥当性研究結果 

 
 

表 33 【衝動コントロール】小項目の結果一覧（１） 
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表 34 【衝動コントロール】小項目の結果一覧（２） 

 

 

表 35 【衝動コントロール】小項目の結果一覧（３） 

 

 

表 36 【衝動コントロール】小項目の結果一覧（４） 

 

 

表 37 【衝動コントロール】小項目の結果一覧（５）10種の予測妥当性研究結果 

 

 

表 38 【非社会性】小項目の結果一覧（１） 
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表 39 【非社会性】小項目の結果一覧（２） 

 

 

表 40 【非社会性】小項目の結果一覧（３） 

 

  

表 41 【非社会性】小項目の結果一覧（４） 

 
 

 



- 109 - 
 

表 42 【非社会性】小項目の結果一覧（５）10種の予測妥当性研究結果 

 
 

表 43 【現実的計画】小項目の結果一覧（１） 

 

 

表 44 【現実的計画】小項目の結果一覧（２） 

 

 

表 45 【現実的計画】小項目の結果一覧（３） 
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表 46 【現実的計画】小項目の結果一覧（４） 

 
 

表 47 【現実的計画】小項目の結果一覧（５）10種の予測妥当性研究結果 

 

 

表 48 【治療・ケアの継続性】小項目の結果一覧（１） 

 

 

表 49 【治療・ケアの継続性】小項目の結果一覧（２） 
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表 50 【治療・ケアの継続性】小項目の結果一覧（３） 

 

 

表 51 【治療・ケアの継続性】小項目の結果一覧（４） 

 

 

表 52 【治療・ケアの継続性】小項目の結果一覧（５）10種の予測妥当性研究結果 

 


